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1. 沿 革

昭和24年 5月 国立学校設置法の公布による新制弘前大学 (弘前高等学校､青森師

範学校､青森青年師範学校､弘前医科大学及び青森医科専門学校を

包括)の設置に伴い附属図書矧 よ､文理学部に本館､教育学部 ･医

学部にそれぞれ分館､教育学部野辺地分校に分室を開設｡

日召和27年 3月 医学部分館 (532｢巾 を新築｡

昭和30年 7月 農学部増設に伴い､農学部分館を設置｡

日召和35年 3月 教育学部野辺地分校開校に伴い､同分室を教育学部分館に統合｡

昭和39年 3月 教育学部新校舎の完成 ･移転に伴い､同分館を新校舎2階へ移設｡

日召和43年 3月 医学部分館を新建築 (l.286mz)0

昭和45年 4月 本館 (3.462mz)の新築に伴い教育学部分館及び農学部分館を本矧 こ

統合｡

日召和52年 4月 医療技術短期大学郡の併設 (昭和50年4月)に伴い同分室を設置o

BZ70和58年4月 事務部課制設置により､本館は2課5係となるo

昭和59年 3月 本館書庫を増築 (2,190｢吊､延面積 5,652rli(積層書架を含む総面

積 6.064m2)となるO

昭和60年 4月 医学部分館は2係となる｡

昭和61年 3月 情報処理センター設置に伴い､図書館業務用電子計算機 (NECシ

ステム 150/6BLICSU>e｢.2.0)を導入｡

昭和62年 3月 学術情報センターと接続｡

昭和63年 2月 ｢弘前大学附属図書館規則｣を全部改正し､新たに ｢弘前大学附属図

書館利用規則｣及び ｢弘前大学附属図書館学外者利用要項｣を制定｡

昭和63年5月 情報処理センターに ｢図書館資料データベース｣を構築｡

昭和63年12月 ブックデイテクシヨンシステムを導入｡

平成元年 6月 第36回国立大学図書館協議会総会を開催｡
/

平成元年 9月 情報処理センター ｢図書館資料データベース検索システム｣公開｡

平成 2年12月 情報処理センター機器更新に伴い､図書館業務用電子計算機に新シ

ステム (NEC システム 3100/A80)を導入｡

平成 3年 8月 ソフトウエアの機能追カロ､拡張 (LICSU>e｢.2.0->e｢.4.1)

平成 4年 4月 学術I看報センターの ILLシステム運用開始に伴い､図書絶間相互貸

借をオンラインにて業務開始｡

平成 6年 2月 附属図書館業務用専用電子計算機を導入｡
(予定)
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2.歴代館長

長谷川誠治 (文理学部)

(事務取扱)内田 - (文理学部)

田村 昇 (文理学部)

内田 - (文理学部)

島 邦男 (人文学部)

小山内時雄 (教育学部)

此島 正年 (教育学部)

鈴木 重光 (教 養 部)

相漂 文蔵 (人文学部)

外崎 功一 (理 学 郡)

伊東 洋 一 (人文学那)

正木 進三 (農 学 部)

乗 義郎 (人文学部)

児玉 睦夫 (教 養 部)

松原 邦明 (教育学部)
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昭和24.6.3l - 28.8.15

28 8.16 - 29 4.30

29.5.l- 35.12.13

35.12.14 - 41.12.13

41.12.14 - 42.3,31

42.4.1 - 45.3.31

45.4.l ～ 48.3.31

48.4.l ～ 5l.3.31

51.4.l ～ 53.4.1

53.4.2 - 56.4.1

56.4 2 - 59.4.I

59.4.2 - 62.4.i

62.4.2 -平成 2.4.i

2.4.2 - 5,4.1

5.4.2 -



3.業務組織

3-1 機 構 図

附属図書館長

医学部分館長 -

医標技術短期
大学那分室長

---I=- J t 三

情報サービス課長

一 医学部図書委員会

医療技術短 期大学部

図書委員会

3-2 職 員 配 置

区 分 定 員 内 一非 常 割 計

本 館郡 長 ー 2 1

課 長 2 2
図書館専門員 1 1
総 務 係 2 4
学 術 情 報 係 (1)2 i (日 3
情 報 処 理 係 2 1 3
閲 覧 係 2 2 4
参 考 係 1 2 3

計 13 8 21

医学部分館整 理 係 2 2 4
閲 覧 係 3 2 5

計 5 4 9
医療短大分室 2 2 ｣ ÷

( )の数は併任
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図書館専門員

総務係

学術惰幸別系

情報処理係

閲覧係

参考係

整理係

閲覧係

会計係(図書分室)



4.施設 ･設備

4-1 建 物

区 分 本 館 医 学 部 分 館 医療短大分室

サービススペース 1.843m2 353m2 250mz

閲覧スペース l,290m2 284m2 250m2

その他 553mz 69m2 O∩て
管理スペース 3.244m2 653｢ポ 67m2

書庫スペース 2.444mz 515m2 22ma

事務スペース 800｢パ 13日mz 45∩て
そ の 他 977m2 280m7 Om'
総 面 積 6.064me l,286｢パ 317mz

総閲覧座席数 446席 8日席 5日席

棚板延長 22.ー95mz 3.365m2 935m2

412 設 備

ブックデイテクションシステム

キハラーMKⅡ(電波式) フルサーキュレーションシステム

(シングルゲート･入口ロッキングバー ･出口ロッキングバー 各一式)

マイクロフィルムリーダープリンタ-

富士デジタルイメージプリンター FDIP6000 一式
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4-3 附属図書館案内図

本館 1階

I

館長室部長室WC 会議室;嘉;=I暗 室 事務室 ラ文書庫

巨常 階 段

安水槽 l 光 庭 =
､M＼l=≡=IW 書 庫

倉庫変電室 荷解 軒 至 書 庫
休翠軍｣SS

U L｣.
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本館 2階

- 6 -



lr一声占-

本館3階

｢㌻ 二 二 ㌔ -]

- 7 -



医学部分館

廊下 分館長室小会議室 書 庫

__-≡∃_良

莱 wc l 『

クラブセンター

廊下 事 務 室 r=

書 庫

閲 WC 鼎入口 カウンター 覧 室口 カウンター 覧 室
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医療技術短期大学部分室
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5.図書館業務の電算化

5-1 現状システムの概要

学術情報センターを書誌 ･ユーティリティとして使用することによる､全国レベルのオ

ンライン業務を中心とした8つのサブシステムより構成されたトータルシステムである｡

(D 共通哲理サブシステム

各サブシステムで共有するデータの保守を中心としたサブシステム｡

(各種コードの設定･保守､利用者の登録･保守､暦ファイルの保守､購入請求者及

び予算額の保守､システムの稼動記録の集計処理等｡)

② 図書管理サブシステム

図書館資料の受入業務支援を中心としたサブシステム｡(発注処理､納入処理､支払

処理等｡)

⑳ 書誌管理サブシステム

図書の書誌情報の保守を中心としたサブシステム｡

書誌情幸馴こついては､学術情報センターが保有する各国 MARCをはじめとする標

準化されたものと互換性を維持｡

④ 雑誌管理サブシステム

末製本雑誌の受入業務支援を中心としたサブシステム｡

(契約前準備処理､契約処理､受付処理､前会･後金支払処理､前金払精算処理､製

本処理等｡)

⑤ 利用者管理サブシステム

資料の貸出返却や照会 ･予約等の利用者への閲覧サービスを中心としたサブシステ

ム｡

(貸出返却処理データの即時更新｡)

◎ 検索管理サブシステム

本学所蔵の図書 ･雑誌等図書館資料の利用者用及び業務用の検索システム｡

⑦ 蔵書点検サブシステム

ポータブルターミナルにより､配架された資料の点検業務処理0

⑳ 学術情報ネットワークサブシステム

学術情報ネットワ-クにより､学術情報センターとVTSS方式で接続するための

サブシステム｡
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6.蔵 書

6-1 年度別蔵書冊数

(カッコ内は増力ロ冊数)

区 分 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度

本 館不口 書 383,857 398.501 All.813 424.5lD 435.722
(l2,l72) (l4.644) (13.3ー2) (ー2,697) (日 .212)

洋 書小 計 12一,343 127.026 131,712 135.499 ー39.771
(5.682) (5.683) (4,686) (3.787) (4,272)

505,200 525.527 543,525 560,009 575.493
(17,854) (20.327) (17.998) (l6.484) (l5,484)

医学部分館和 書: 58.983 60.805 61.997 62,833 63,955
(1,617) (1.822) (1.192) ( 836) (1.122)

洋 書小 計 59,939 6l,419 63.754 65.36ー 67,470
(2.021) (1,480) (2,335) (1.607) (2,109)
日日.922 l22.224 125.751 128.194 131.425
(3,638) (3.302) (3.527) (2.443) (3,23ー)

医療短大分室和 書 25,302 26,618 27,577 28.869 29.879
( 912) (1,316) ( 959) (1,292) (1.010)

洋 書小 計 2,829 3.020 3.ー76 3.263 3.364
( 213) ( ー9ー) ( 156) ( 87) ( ー01)

28.13l 29.638 30.753 32,132 33.243
(1.ー25) (1.507) (1.379) (1,379) (1111)

蔵書数総計和 書洋 書総 計 468.142 485.924 50一.387 5ー6.212 529.556

(14.7口l) (17.782) (15.463) (14,877) (13.344)

184.111 lE)l.465 198,642 204,123 210.605
(7.916) (7,354) (7,177) (5.429) (6.482)

652.253 677,389 700,029 720.335 740.161
(22.6ー7) (25,136) (22.640) (20,306) (19.826)
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6-2 蔵 書 構 成

(平成 4年 3月31日現在)

区 分 本 館 医 学 部 分 館 医標短大分室 計
和 書 洋 書 和 書 洋 書 和 書 洋 書:

総 記 57.288 l2,034 736 9D6 874 132 7l.970

哲 学 32.215 12.691 415 用ノ 1,720 232 47.380

歴 史 37.32l 4,665 42ー 43 444 58 42.952

社会科学 117,375 24.l78 l.867 56 2,218 66 145,760

自然科学 67.218 39.064 5EL344 65.363 2l,457 2.50日 253.954

技 術 l4,980 2.422 463 29 723 24 l8.64l

産 業 34,l43 8.429 355 良 50 5 43.Oll

芸 術 19.936 2.799 280 19 632 34 23,700

言 語 ー6.360 10.641 572 87日 803 263 29,517

文 学 38.886 22.84日 502 40 958 42 63,276

合 計 435,722 l39.77lI 63.955 67,470 29,879 3.364 740.16l

6-3 雑誌種類数

(平成 4年 3月31Ej現在)

区 分 所 蔵 雑 誌 種 類 数 J 受 入 雑 誌 種 類 数
和 雑 誌 洋 雑 誌 和 雑 誌 洋 純 誌

本 館 5.216 3.192 2.909 一,ー7ー

医 学 郡 分 館 1.392 1.436 606 702

医療 短 大 分 室 3田 92 286 67



■-

6-4 蔵書構成 (再掲)

洋 書

和 書

全 体
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6-5 文 庫

1.探珠山房文庫

元慶応義塾大学文学部助手故斎藤吉彦氏の蔵書で､斎藤吉六氏から寄贈されたフラン

ス文学関係の図書542冊からなる.

2.田名部文庫

元本学事務局長田名部貞宣氏から寄贈された和漢算法書及び暦書で､316冊からなる｡

3.唐牛文庫

元弘前相互銀行社長唐牛敏世氏から寄贈された経済学関係の図書で､和･洋書2.029冊

からなる｡

4.弘前八幡宮古文書 (禁帯出)

社寺日記196冊からなる｡

5.小野文庫

郷土史研究家故小野憤吉氏の蔵書で､郷土史関係の図書2.469冊からなる｡

6.柳川文庫

元本学学長故柳川弄氏の蔵書で､経済学関係図書4,654冊からなる｡

7.三菱文庫

三菱経済研究所より寄贈または購入された社会科学関係の図書で､和･洋書6,634冊か

らなる｡

8.中泉文庫

元本学教育学部教授故中泉哲俊氏の蔵書で､こ遺族から寄贈された教育関係図書559冊

からなる｡

9.対馬文庫 /

元東京大学文学部学生故対馬友治氏の蔵書で､こ遺族から学術研究の資料として利用

されることを希望して本学に寄贈された国語､国文学関係､外国語､外国文学関係等

の図書1.090冊からなる｡

10.葛西文庫

青森市で弁護士をされている慕西幸男氏の蔵書を寄贈されたもので､主に法律関係の

図書1,170冊からなる｡

その他､本学関係教官からの寄贈による文庫を所蔵している｡
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6-6 大型コレクション (全国共同利用図書資料)

1.Collectionofeconomicc一assics. 昭和53年度

(経済学古典コL/クシヨン)17点､45冊

主として､18世紀を甲心とした西欧経済学､経済史､財政学上の代表的なオリジナル

コレクションである｡

2.EarlyEngJishTextSocietypublications･ 昭和54年度

(初期英語文献協会出版物)全335冊

英国中世を中心とした古い文献を収集し､校訂を力nえ可能な限り正薩なテキストを作

り編集出版したものである｡

3.Researchmateria一sforstudyinghistory.cu一ture,一iterature,languageandother

fjeldsofGeorgia.Armenia,Caucasus. 昭和62年度

(グルジア､アJL/メ二ア､コーカサス歴史､文化､文学､言語等研究資料)l,104点

クルジアを中心として､アルメニア､コ-カサスの文化､歴史に関する資料及びクル

ジア語､ロシア語で書かれた美術､社会 ･人文科学等の諸分野に関する書籍､ガイド

ブック､学術雑誌からのオフープリント､抄録､抜刷､パンフレットを1.10A点収めた

コレクションである｡

4･東大寺文書 声名 平成元年度
東大寺に伝来した前近代文書100巷940通と､未完成文書12.000通20.533枚からなり､

古代中世寺院組織や荘園のみならず､前近代史研究の様々な分野に関する研究史料と

して重要な資料である｡

5.有価証券報告書総覧 平成4年度

平成 3年度の東京､大阪､名古屋各証券取引所の 1那上場会社の決算書｡企業会計に

関する実態を研究する上で､必要不可欠な資料である｡

この他に本学では､昭和46年から54年までの資料をマイクロフィルムの形で所蔵して

いる｡
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7.閲覧統計

7-1 年度別入館者数

区 分 開成Ej黄 入 館 者 夜 間 開館利 用 者
総 数 一日平均 開館日数 利 用 者 一日平均

本 館 日 人 人 日 人 人

平成元年度 286 20E].043 733 200 40,l49 202

平成 2年度 284 223.090 用6 200 46.586 nH

平成 3年度 287 238,325 830 202 51.234 254

医学部分館平成元年度 m｣ l5.25l 53 207 2,4lヨ ll平成 2年度 287 203 2.3[ヨ ll

平成 3年度 290 l2,452 43 195 2,095 ll

医療短大分室平成元年度 284 37.234 131 64 9月 15

平成 2年度 274 39.592 l44 75 1 ,1日□ 16

平成 3年度 287 4l.424 十二｣ 71 1,508 21

7-2 貸 出

区 分 館外貸出者数 館外貸出冊数

本 貴官 人 冊

平成元年度 25.587 39.425

平成 2年度 26.058 39.795

平成 3年度 27.978 43.538

医学部分館平成元年度 6,996 14,017

平成 2年度 7.285 14,930

平成 3年度 6,986 15,132

医療短大分室平成元年度 1口.377 l6,l34
平成 2年度 9,659 15,165

平成 3年度 9,467 15,173
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8.参考業務統計

8-1 文献複写

区 分 受 付 依 頼
学 内 学 外 学 内

本 館平成元年度 一,924 gal 2,139
平成 2年度 2.449 1.ー4日 2.131
平成 3年度 3.762 1.38口 2.675

医学部分館平成元年度 330 2.333 662
平成 2年度 1.518 4.935 1.一日6

8-2 相 互 貸 借

区 分 図書の貸出 図書の借受

本 館平成元年度 41 ー02
平成 2年度 45 157

平成 3年度医学部分館平成元年度 引 2742 2
平成 2年度 2 2

8-3 参 考 業 務

区 分 文献調査 事項調査 利用指導 その他*

本 館平成元年度 4,065 499 251 166
平成 2年度 4.718 450 22ー 478
平成 3年度 6,644 602 300 425

医学部分館平成元年度 612 ー60 5ー 0
平成 2年度 引7 112 38 0
平成 3年度 1,039 63 23 □

医療短大分室平成元年度 一一日 13 7 0
平成 2年度 119 22 12 0

'視聴覚機器の利用
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9.諸 規 程

PS

9-1 0弘前大学附属図書館規則

(畏i'],BV智jj69呈)
(趣旨)

第 1条 この規則は,弘前大学学則第9条の規定に基づき,弘前大学附属図書館(以下｢附

属図書館｣という｡)の目的,組織その他必要な事項について定める｡

(目的)

第2条 附属図書矧 ま,教育,研究及び学習活動に資するため,図書.雑誌その他の資料

を収集,管理し,弘前大学 (医療技術短期大学部を含む｡)の職員及び学生の利用に供す

るとともに,地域社会のEg]書館活動に協力し,学抑i情報の利用に寄与することを目的と

する｡

(組織)

第3条 附属図書矧 こ医学部分館 (以下 ｢分館｣というO)及び医療技術短期大学部分茎 (以

下 ｢分室｣という｡)を置く｡

(館長)

第 4条 附属図書矧 こ館長を置く0

2 館長｢ヨ:,館務を統括する｡

3 館長の選考は,弘前大学附属図書館長選考規則の定めるところによる｡

(分館長及び分室長)

第5条 分館に分館長を置き.分館長は分館の業務を掌理する｡

2 分室に分室長を置き,分室長は分室の業務を掌理する｡

3 分館長及び分室長の選考は,別に定めるところによる｡

(附属図書館協議会)

第 6条 附属図書館の管理及び運営に関する重要事項を審議するため,弘前大学附属図書

矧轟議会 (以下 ｢協議会｣という｡)を置く｡

2 協議会に開し必要な事項は,別に定める｡

(図書選定委員会)

第 7条 附属図書矧 こ,学生用図書の選定に関する事項を審議するため,弘前大童附属図

書館図書選定委員会 (以下 ｢委員会｣という｡)を置く｡

2 委員会に関し必要な事項は,別に定める｡

(事務組織)

第 8条 附属図書館の事務組織については,別に定めるC

(附属Eg]書館の利用)

第 9条 附属Eg]書館の利用に関し必要な事項は,別に定めるo

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,附属図書館の管理及び運営に関し必要な事項は,

協議会の議を経て,館長が定める｡
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附 則

この規則は,昭和63年4月 IEjから施行する.

9-2 0弘前大学附属図書館協議会規則

(岩野管驚9昌)
最終改正 平成5.l.12

(趣旨)

第 1条 この規則は,弘前大学附属図書館規則第6条第2項の規定に基づき,弘前大学附

属図書館協議会 (以下 ｢協議会｣という｡)に関する事項を定める｡

(組織)

第 2条 協議会は,次の委員をもって組織する｡

(日 附属図書館長

(2) 附属図書館医学那分館長

(3) 附属図書館医療技術短期大学部分室長

(4) 各学部,教養部及び医療技術短期大学部 (以下 ｢短大｣という｡)の教授又は助教授

のうちから,教授会の推薦した者2名,ただし,医学部及び短大においては各 1名と

する｡

2 前項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げないO

ただし,欠員が生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする｡

(審議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を審議する｡

(1) 附属図書館の企画及び運営に関する重要事項

(2)その他附属図書館に関する重要事項

(会議の開催)

第4条 会議は,次の場合に開催する｡

(1)附属図書館長が,開催の必要があると認めたとき｡

(2) 委員から開催の申出があったとき｡

(議長)

第5条 附属図書館長は,会議を召集し,その議長となる｡

2 附属図書館長に事故があるときは,附属図書館長の指名した者が議長となる｡

(会議の成立)

第 6条 会議は,構成員の過半数の出席により成立する｡

(議決)

第7条 会議の議決には,出席者の過半数の賛成を必要とする｡

(構成員以外の出席)

第 8条 議長が必要と認める場合には,委員以外の職員を会議に出席させることができる｡
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(専門委員会)

第 9条 協議会に専門的な事項について調査 ･審議するため,専門委員会を置くことがで

きる｡

2 専門委員会について必要な事項は別に定める｡

(庶務)

第10条 協議会に関する庶務は,附属図書館事務部において処理する｡

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,協議会が別に定める｡

附 則

l この規則は,昭和42年12月19Ejから施行する0

2 弘前大学図書館協議会規則 (昭和24年日月16Ej制定)は廃止する｡

(省略)

附 則

この規則は,平成 5年 1月12日から施行する｡

9-3 0弘前大学附属図書館利用規則

(荒禾R,ESJ3fF#Pjj89号)
最終改正 平成4.5.15

(趣旨)

第 1条 この規則は,弘前大学附属図書館規則第9条の規定に基づき,弘前大学附属図書

繕 (以下 ｢附属図書館｣という｡)の利用について必要な事項を定める｡

(利用者の範囲)

第 2条 附属図書館を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする｡

(1)本学の職員

(2)本学の学生

(3) 本学の名誉教授

(4) その他附属BE]書館長 (以下 ｢館長｣という｡)が許可した者

(利用証)

第3条 前条第 l号から第3号に掲げる者及び同条第4号に掲げる者のうち特に館長が指

定した者に,弘前大学附属図書館利用証 (以下 ｢利用証｣という｡)を交付する｡

2 利用証を紛失したときは,直ちに館長に届け出なければならない｡

3 前項の届出のあった者に対しては,願い出により,利用証の再交付を行うことができる｡

4 利用証は,貸与し,又は譲渡してはならない0

5 有効期限の過ぎた利用証は,直ちに返還しなければならない｡

(図書館資料)

第4条 この規則において,図書館資料 (以下 ｢匿]書等｣という｡)とは,次の各号に掲げ

るものをいうC

(l) 図書
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(2) 逐次刊行物

(3) 記録及び古文書

(4)視聴覚資料

(5) その他の資料

(開館時間)

第5条 開館時問は,次のとおりとする｡

(1)平 日 午前 9時から午後5時まで

(2)土曜日 午前 9時から午後4時30分まで

2 前項に定めるほか,弘前大学学則に定める休業Ejを除き,次のとおり時間外聞絹を行う｡

平 日 午後5時から午後8時まで

3 前 2項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,臨時に開館時問を変更する

ことがある｡

(休館日)

第6条 休館日は,次のとおりとする｡

(日 日曜日

(2) 弘前大学学則第23条に定める休業期間中の土曜日

(3)国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4)12月2日日から翌年の 1月4日まで

(5) 関学記念日

2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,臨日卦こ休館することがある｡

(自由閲覧)

第7条 開架閲覧室及び参考閲覧室 (以下 ｢開架閲覧室等｣という｡)に備付けの図書等は,

自由に閲覧できる｡ただし,当該室外で利用するときは,所定の手続を経なければなら

ない｡

(書庫内図書等の閲覧)

第 8条 書庫内図書等の閲覧を希望するときは,備付けの図書請求用紙に所定の事項を記

入の上,利用証を添え,係員に提出しなければならない｡

2 前項の規定による l匡]の請求冊数は,原則として3冊以内とする｡

(図書等の返却)

第9条 館内で利用する図書等は,当日の閉糟時刻までに返却しなければならない｡

(館外貸出)

第10菜 館外貨出を希望する者は,当該図書等に利用証を添え,係員に提出しなければな

らない｡

(貸出禁止図書等)

第1l条 次の各号に掲げる図書等は,館外貸出を行わない｡

(1)貢重図書

(2) 参考図書

(3) 新着稚誌

(4)視聴覚資料

(5) その他館長が指定した図書等
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(貸出の種類)

第12条 館外貸出は,次の各号に掲げる種矧 こより行う.

(l)-般貸出

(2)特別貸出

(3) 研究室貸出

(一般貸出の冊数及び期間)

:l)本学の教官,名誉教授 20冊以内 30日以内

(2)本学の大学院及び専攻科の学生 10冊以内 30日以内

(3)本学の学生 (前号の学生を除く｡) 3冊以内 7日以内

(4)本学の教官以外の職員 3冊以内 7日以内

･:5)その他館長が許可した者 3冊以内 7日以内

2 前項の規定にかかわらず,稚誌 (新着雑誌以外)の貸出期間は,7Ej以内とする｡

(貸出期間の更新)

第14条 前条の規定にかかわらず,ほかに利用者がいないときは,1回を限度として期間

を更新することができる｡

(貸出予約)

第15条 貸出希望図書等が貸出中のときは,所定の手続を経て予約することができる.

(転貸の禁止)

第16条 館外貸出を受けた図書等は,転貸してはならない｡

(貸出図書等の返却)

第17菜 館外貨出を受けた図書等は,当該貸出期間内に返却しなければならない0

2 利用資格を失った者は,貸出を受けた図書等を直ちに返却しなければならない｡

3 貸出期間中であっても,必要に応じ返去口を求めることがある｡

(貸出の停止)

第18条 貸出図書等の返却期限を超過したときは,館外貸出を停止する｡

2 貸出停止期間は,当該図書等が返却されたEjから起算して,その延滞したEj数が経過

する日までとする｡

(特別貸出)

第19条 第13条第 1項第 2号及び第3号の規定にかかわらず,本学の学生に対しては,特
/

別貸出を行い,その区分,貸出冊数及び期間は次の各号のとおりとし,貸出期間の更新

｢よ行わない｡

(1) 夏季 ･冬季休業貸出

(2)教育実習貸出

(3)卒業論文作成貸出

3冊以内 休業期間中

3冊以内 実習期間中

10冊以内 30日以内

(研究室貸出)

第20条 研究室貸出の対象となる図書等は,次の各号に掲げるものとする｡

(l)学部等の研究室及び資料室 (以下 ｢研究室等｣というo)華びに教官が校費等により

購入した図書等

(2)研究室等又は教官を通じて等附された図書等
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(3) 附属図書館に収納する図書等のうち研究上特に必要とするもの

2 研究室等への貸出期間は,1年以内とする｡ただし,必要に応じ,更新することがで

きる｡

(入庫検索)

第21条 本学の職員,大学院及び専攻科の学生,名誉教授並びに館長が認めた者は,所定

の手続を経た上で入庫し,書庫内の図書等を検索することができる｡

第22条 入庫検索のできる時間は,次のとおりとする｡

(l)平 日 午前 9時から午後4時30分まで｡ただし,時間外開館を行う巳は,午前9

時から午後7時30分まで

(2)土曜日 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず,館長が認めた場合は,検索時間を変更又は休止することが

できる｡

(複写,撮影)

第23条 利用者は,教育及び研究の用に供することをEj的とする場合に限り,所定の手続

を経て,図書等の複写又は環等三を依頼することができる｡

2 図書等の複写又は撮影に係る著作権法上の責任については,これを依頼した者が負わ

なければならない｡

3 複写及び撮影の料金その他必要な事項は,別に定める｡

(参考調査)

第24条 利用者は,次の各号に掲げる事項について,調査を依李頁することができる.

(1)文献の所在調否及び利用案内

(2)文献の書誌的事項に関する調査

(3) 文献及び学術情事馴こ関する調査並びに機械検索

(4)特定事項に関する調査

(5) その他図書等及び図書館の利用に関する事項

2 前項の調査に要した経費は,依頼者の負担とする｡ただし,同項第3号による機械検

索については,校費等による利用に限るものとするO

(相互利用)

第25条 本学の職員又は学生が,教育,研究又は学習のために必要とする場合は,附属図

書館を通じて他の機関が所蔵する図書等の複写若しくは撮影又は借受け等の利用を依頼

することができる｡

2 前項に係る経費は,依頼者の負担とする｡

第26条 他の大学,官公庁等から学内に所蔵する図書等の貸出の申込みがあったときは,

支障がない範囲内でこれに応ずるものとする｡

2 貸出期間その他の貸出条件については,その都度定める｡

(施設,設備の利用)

第27条 本学の職員及び学生が読書会室,視聴覚資料室等の施設及び設備を利用する場合

の取扱いについては,館長が別に定める｡

(紛失,汚損等の届出)

第28条 閲覧又は貸出中の図書等を紛失,汚損又は機器その他の設備をき損したときは,
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速やかに館長に届け出なければならない｡

2 館長は,紛失,汚損又はき損した者には,弁償を求めることができる｡

(利用の制限)

第29条 この規則に違反したときは,附属図書館の利用を制限又は停止することができる｡

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別

に定♂)る｡

第31条 附属図書館医学部分館及び附属図書館医療技術短期大学部分室の利用について

は,この規則に準じて,必要な細則を定めることができる｡

附 則

この規則は,昭和63年 4月 1日から施行する｡

附 則

この規則は,平成 4年5月15日から施行し,改正後の規定は,平成 4年 5月 1日から適

用する｡

9-4 0弘前大学附属図書館学外者利用要項
(昭和63年2月9日制定)

(目的)

第 1条 この要項は,本学附属図書館を本学の教育,研究及び学習活動等に支障のない範

囲内で,学外者の利用に供するため,弘前大学附属図書館利用規則第2条4号に該当す

るものとして許可する場合に,必要な事項を定めることを目的とする｡

(利用者の範囲)

第 2条 この要項に規定する学外者の範囲は,次の各号に掲げる者 (以下 ｢利用者｣とい

う｡)とする｡

(l) 国立大学図書館相互利用実施要項に基づく大学図書館共通閲覧証 (以下 ｢共通閲覧

証｣という｡)を提示した者

(2)地域協定図書館の発行する青森県内共通利用券 (以下 ｢共通利用券｣という｡)を提

示した者

(3)他の機関に属する者で,当該所属機関長の発行した依頼状を提出した者 /

(4)本学職員の紹介状を提出した者

(5)本学の職員であった者

(6)本学の卒業生及び修了生

(7) その他学術に関する学習又は研究調査を目的とする一般市民

(利用資料の範囲)

第3条 利用者力漕｣用できる資料は,開架閲覧室及び参考閲覧室に備付けの図書等とする｡

2 書庫内図書等の閲覧を希望するときは,備付けの図書請求用紙に所定事項を記入の上,

前条第 1号に規定する者は共通閲覧証を,同条第2号に規定する者は共通利用券を,同

条第3号から第 7号に規定する者は,身分を証明するものを添えて,係員に提出しなけ
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ればならない｡

3 前項の規定に係る 1回の請求冊数は,原則として3冊以内とする｡

(利用サービスの範囲)

第4条 利用者は,前条に規定する資料を館内の指定された場所で閲覧することができる｡

2 利用者は,必要に応じて,別に定める弘前大学附属図書館文献複写規則により,文献

複写サービスを受けることができる｡

(利用サービスの期間及び時間)

第5条 前条第 1項に規定する閲覧は,附属図書館開館期間及び時間内に行うものとする｡

ただし,別に定める期間は除く｡

2 前条第2項に規定する文献複写サ-ビスは,別に定める開館期間及び時間については,

これを行わない｡

(利用手続)

第 6条 第2条第5号から第7号の利用者は,原則として,あらかじめ利用を希望する図

書館資料の所在を確認の上,当該図書資料名,利用日及び利用目的を記入した往復葉書

により,館長の発行する許可証をうけることとする｡

2 前項の利用者は.入館に際し.同項の許可証を提出しなければならない｡

3 長期間にわたる継続的利用を希望する者は,所定の申請書を提出し,特別利用許可証

の交付を受けるものとする｡

(遵守事項)

第7条 利用者は,図書館の利用等について係員の指示に従わなければならない｡

(弁償責任)

第 8条 図書等を汚損又は紛失した者及び設備又は備品をき損した者は,弁償の責任を負

わなければならない｡

(利用禁止)

第9条 館長は,この要項に違反した利用者に対しては,利用を禁止することができる｡

(その他)

第10条 この要項に定める以外の利用上の事項については,弘前大学附属図書館利用規則

を準用する｡

附 則

この要項は,昭和63年4FjlE]から方針ラする｡

9-5 0弘前大学附属図書館文献複写規則

(篤闇等2%10号)
最終改正 平成 2.4.24

(趣旨)

第 1条 弘前大学附属図書館 (分館を含む｡)が受託する文献複写は,学内の部局等の依頼

でその経費を移算するものを除き,この規則の定めるところによる｡
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(受託)

第 2条 前条の文献複写は,教育又｢ま研究の用に供することを目的とする場合に限って,

受託することができる｡

(複写の依頼)

第 3条 文献複写を依頼しようとするときは,あらかじめ,別紙様式による申込書を附属

図書館長(分館にあっては分館長)に提出し,その承認を得なければならない｡

(料金の納入)

第 4条 前条の承認を得た者は,文献複写料金を前納しなければならない｡ただし,別に

定める文献複写料金の徴収猶予の許可を得た場合は,この限りでない｡

2 複写担当者は,複写料金の納入を確認した後,複写するものとする｡

3 いったん納付した料金｢ま,いかなる理由があっても還付しない｡

(料金)

第 5条 文献複写料金は,次のとおりとする｡

文 献 複 写 料 金

種 別 単 位 料 金

学 内 学 外

マイクロフィルム方 式 墨 本 科 1 件 105円 105円

ネガフィルム撮影料 1 コ マ 15円 20円

特 殊 撮 影 料 1コマにつき 10円力口算

複写用印画紙による引伸料 A5 1 枚 50円 60円

B5 1 枚 80円 90FIj

A4 1 枚 105円 115円

B4 1 枚 155円 175円

マイクロフィッシュフイルム方式 フ イ ル ム 撮 貫之料 1シー ト 390円 440FI]タ イ トル 撮 影 料 1 件 25円 25円

リーダープリンターによる複写 B4 1 枚 PliFI; 35円

電 子 複 写 方 式 B4 1 枚 20円 35円

附 則

この規則は,昭和43年12月10日から施行する｡

(省略)

附 則

この規則｢ま,平成 2年 4月24日から施行し,改正後の規定は,平成 2年 4月 lRから適

用する｡
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9-6 0その他の規程

弘前大学附属図書館長選考規則

(日召和29年12月14Ej制定)

弘前大学附属図書館医療技術短期大学郡分室利用和則

(平成元年 2月 1日短大細則第 1号)

弘前大学附属図書館文献複写料金徴収猶予実施細則

(平成元年10月2日細則第16号)

弘前大学附属図書館図書選定委員会内規

(昭和45年12月23Ej制定)

弘前大学附属図書館研修室便用内規

(昭和46年 9月20日制定)

弘前大学附属図書館教官閲覧室個室使用内規

(昭和46年 9月2DEj制定)

弘前大学附属図書館読書会室使用要項

(昭和60年 1月14Ej制定)

弘前大学附属図書館図書館資料の不用決定及び廃棄に関する処理要領

(平成元年11月28日制定)

弘前大学附属図書館学内文献複写要項

(平成 3年12月4日制定)

弘前大学附属図書館自己評価委員会要項

(平成 4年12月16Ej制定)

図書館問の相互協力に関する申合せ (青森県立図書館,弘前市立弘前図書館,

弘前大学附属図書館)

(昭和59年5月10日)

弘前市内三大学図書館の相互協力に関する申合せ (弘前大学附属図書館,弘前

学院大学図書館,東北女子大学附属図書館)

(昭和63年10月20日)
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